
婚姻届 記入例
婚　　姻　　届

受　 理　　令和　　　年　　 　月　　　日 発　 送　　令和　　　年　　 　月　　　日 記入の注意

　　　第　　　　　　　　　　　　　　　　号 鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。

送　 付　　令和　　　年　　 　月　　　日 長 印 この届は、あらかじめ用意して、結婚式をあげる日または同居を始める日に出すようにしてください。その日が日曜日や

令和　６年　３月　１日届出 　　　第　　　　　　　　　　　　　　　　号

書類調査 戸籍記載 記載調査 調 査 票 附　　票 住 民 票 通　　知 届書は、１通でさしつかえありません。

福島県会津若松市 長　殿

あいづ　　　　　　　　たけし こうてい　　　　　　ゆうこ

会津　一郎 髙低　 盛
（　よ　み　か　た　） 氏 名 氏 名 署　　　　　名

印 印
(1) 氏　　　　名 会　津 武　士 髙　低 優　子

（※押印は任意）

生　年　月　日 　平成　３　年　８　月　１　日 平成　４　年　３　月　１７　日 生　　　年　　　月　　　日 昭和４０年　４月１１日　 昭和４１年　５月　７日

住　　　　所 　夫に同じ 福島県会津若松市神指町大字
住　　　　　　　　　所

　　　　住民登録をして
黒川字石上３３番地の２

(2) 　　　　いるところ

（　よ　み　か　た　） あいづ たろう
 福島県会津若松市 福島県郡山市朝日

会津　太郎　 夫に同じ 本　　　　　　　　　籍
番地

一丁目２３
　番地

本　　　　籍 福島県会津若松市 福島県郡山市朝日
番 　番

一丁目２３(3) 番 番地

会津　太郎 一郎 　髙低　 盛
父母及び養父母の氏名 　父　　　会津　一郎 続き柄 　父　　　髙低　隆盛 続き柄

父母との続き柄 長 　母　　　髙低　惠子 二右記以外の養父母は 　養父 　養父
その他欄に書いてください 　養母 男 　養母 女

(4)
福島県会津若松市東栄町２５１

番地

番

(5) 　同居を始めたとき 令和　５ 年 3 月

(6) 初婚・再婚の別 　　　年　　月　　日

夫 妻

(7)
夫 妻

同居を始める 夫 妻

前の夫婦のそれ

ぞれの世帯の 夫 妻

おもな仕事と

夫 妻

夫 妻

(8) 夫妻の職業
夫の職業 妻の職業

届出人署名
夫

印

妻

印会　津　武　士 髙　低　優　子
（※押印は任意）

祝日でも届けることができます。（この場合、宿直等で取扱うので、前日までに戸籍担当係で下調べをしておいてください。）

夫　に　な　る　人 妻　に　な　る　人

福島県会津若松市東栄町3番46号  福島県会津若松市東栄町3番46号

東栄アパート3号  東栄アパート3号

世帯主
の氏名

世帯主
の氏名

 東栄町　3

東栄町　　3
筆頭者
の氏名

筆頭者
の氏名

　母　　　美里　あやめ

婚姻後の夫婦の
氏・新しい本籍

□夫の氏

□妻の氏

新本籍（左の□の氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは書かないでください）

結婚式をあげたとき、または、同居を始め
たときのうち早いほうを書いてください

夫
□初婚　　再婚

□死別
□離別

妻
□初婚　　再婚

 □死別
 □離別

令和
　　３年　４月　４日

　1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

　2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

　3.企業・個人商店等（官公庁は除く）の常用勤労者世帯で勤め先の従業員

　　数が1人から99人までの世帯（日々または１年未満の契約の雇用者は5）

　4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯（日々

　　または1年未満の契約の雇用者は5）

　5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

　6.仕事をしている者のいない世帯

　　（国勢調査の年・・・令和　　　　　　年・・・の4月1日から翌年3月31日までに届出をするときだけ書いてください）

そ
の
他

連
絡
先

 電話　０９０ （１２３４） ５６７８

 自宅・勤務先[　　　　　]・携帯

外国人のときは国籍
だけを書いてください

髙
低

会
津

氏名は、夫妻とも現在（婚
姻前）の氏で記入してくだ
さい。
日本国籍の方は生年月日を日本国籍の方は生年月日を
和暦で記入してください。和暦で記入してください。

住所にアパート名やお部
屋番号などが含まれる場
合、それも全てお書きく
ださい。

●【婚姻届と同時に
住所を変更する方】

・会津若松市内で転居す・会津若松市内で転居す
　る場合　る場合
→新しい住所を記入して
　ください

・市外から会津若松市へ・市外から会津若松市へ
　転入する場合　転入する場合
→新しい住所を記入して
　ください
　＋事前の転出手続き事前の転出手続きがが
　　必要　　必要
　（詳しくは表面の１．１．
　　　　必要書類および事前必要書類および事前
　　　　手続きの確認手続きの確認の※２※２
　　をご覧ください）

・会津若松市から市外へ・会津若松市から市外へ
　転出する場合　転出する場合
→現在の住所を記入して
　ください

※いずれの場合も別途住別途住
所変更の手続きも必要で所変更の手続きも必要で
すのでご相談ください。すのでご相談ください。

父母が亡くなっていても
空欄とせずに記入してく
ださい。
離婚などにより父母の氏
などが異なっている場合
は、現在の氏名をお書き
ください。

現在、届書への押印義務は
廃止されています。
届出人欄と証人欄に「印」
という欄がありますが、押
印しなくても結構です。

届書の提出に来られるのが夫妻どちらか一方のみである場合であっても、届書の提出に来られるのが夫妻どちらか一方のみである場合であっても、
必ず夫妻それぞれの署名が必要です必ず夫妻それぞれの署名が必要です。
なお、現在（婚姻前）の氏で記入してください。

日中連絡のつく電話番号を記入
してください。

「筆頭者の氏名」には、
戸籍のはじめに記載され
ている人の氏名を記入し
てください。

婚姻届の提出後に名乗る氏（姓）を選んでチェックしてください 婚姻届の提出後に名乗る氏（姓）を選んでチェックしてください ☑☑
夫妻のうち した氏の人が戸籍の筆頭者となります。☑
※外国人と婚姻するときはチェックをつける必要はありません。

新本籍欄には、希望する本籍を書いてください新本籍欄には、希望する本籍を書いてください
※☑した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、その戸籍が夫妻の戸籍となるため、
　新本籍は記入しないでください。

初婚か再婚かを選んでチ
ェックしてください。
再婚のときは、直前の婚
姻について、死別あるい
は離別の年月日を記入し
てください。

※ここでいう婚姻には、
　内縁や事実婚は含まれ
　ません。

●必ず１８歳以上の証人２名が必要です】

署名欄は証人本人にそれぞれ自署してもらってください。
証人欄の内容に誤りがある場合、婚姻届が受理できない場合
があります。

なお、本籍または住所のいずれかが会津若松市にある証人の場合、審
査時間が短縮できます。

 　特に、本籍の記載に誤りが多いのでご注意ください！

   ※本籍がどこか曖昧な場合には、本籍を表示した住民票を取得する
　 　などして確認をした上で記入していただいてください。


	婚姻（記入例）

